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○つくばみらい市総合計画審議会条例 

平成１８年６月３０日 

条例第１５１号 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき，つくばみらい市総合計

画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は，市長の諮問に応じ，市の総合計画策定に関し必要な調査及び審議を行い，意見を取りまとめ

て市長に答申するものとする。 

（委員） 

第３条 審議会は，委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 

（１） 市民 

（２） 識見を有する者 

（令２条例２４・一部改正） 

（任期） 

第４条 委員の任期は，第２条に規定する市長への答申をもって終了する。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は，会務を総理し，会議の議長になるとともに，審議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは副会長が，会長及び副会長が共に事故があるとき，又は欠

けたときは，あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は，会長が招集する。 

２ 審議会の会議は，委員総数の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは，会長の決するところによる。 

（専門部会） 

第７条 審議会に，専門的事項について調査及び審議をするため，必要に応じて専門部会を置くことができる。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 委員の報酬及び費用弁償については，つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例（平成１８年つくばみらい市条例第２９号）の定めるところによる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は，市長公室企画政策課において処理する。 

（平２４条例１６・平２６条例３９・平３１条例１・一部改正） 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第１６号） 

この条例は，平成２４年４月１日から施行する。 

資料２ 
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附 則（平成２６年条例第３９号） 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年条例第１号） 

この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年条例第２４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（つくばみらい市総合計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ この条例の施行の際現に在任する委員は，その任期満了の日までの間に限り，第６条の規定による改正後の

つくばみらい市総合計画審議会条例の規定は適用せず，なお従前の例により在任するものとする。 

 


